
2017 Jun.ALG& Associates
Newsletter 6月

特別号

特別号 債権の消滅時効について

１. はじめに
どのようなビジネス活動においても、自己の物品やサービスの対価について、必ず債権回収を行う必要があります。
このとき、注意しておかなければならないのが消滅時効です。
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合に、権利の消滅を主張することができる制度です。自己の有する債
権について消滅時効が成立すると、債務が消滅し、債権回収ができなくなります。思わぬ消滅時効により債権を回収し
損ねることがないよう、「消滅時効」に関する法規制について確認していきましょう。

２. 債権の種類ごとの時効期間
消滅時効の期間は、債権の種類によって様々です。
消滅時効の大原則は民法に定められており、権利を行使することができるときから起算して１０年間権利を行使しな
いときは消滅するとされています。
但し、ビジネス活動によって生じた債権については、商法により５年間の商事消滅時効が適用されます。BtoB のみ
でなく BtoC の取引であっても、商事消滅時効の規定が適用されますので、営業活動によって生じた債権の消滅時効期
間は原則として５年と考えていた方がよいでしょう。
さらに、５年以下の消滅時効が定められている債権もあり、これらは特に注意が必要です。様々な法律にて規定がさ
れており、以下のような債権があります。

なお、これらの債権についても、法的手続を行い、判決、和解、調停等によって確定すれば、その後の時効期間は
１０年となります。
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３. 時効期間をリセットする方法
時効期間を確認したら、時効期間をリセットする方法についても確認しましょう。時効期間をリセットすることを時
効の中断といいます。時効の中断が生じると、そこから再度時効期間が満了するまで時効は成立しません。
時効の進行を中断する方法には、①請求、②差押え、仮差押え又は仮処分、③承認があります。
①請求とは、具体的には、訴えの提起、支払督促、調停の申立て等の法的な手続きをいいます。裁判外で口頭や書面
により支払いを催告する場合、一度だけ６ヶ月間に限り時効の完成を遅延させることができますが、時効の中断をする
ことはできません。「払って下さい」と言い続けていても、債務者が時効完成までのらくらとしていれば、時効が成立
してしまう可能性があるため、適切な時期に法的手続を行う必要があります。
②差押え、仮差押え又は仮処分は、裁判所に申し立てを行う法的手続になります。
③承認とは、債務者が債務の存在を認める行為をいいます。債務の存在を認める内容の書面を取り交わすことのみな
らず、債務の一部を支払うことや、債権者の請求に対し返済の猶予や減額を申し出ることも、ここにいう承認にあたり
ます。後に債務者が時効を援用した場合に対抗できるよう、債務者がこれらの債務承認行為を行った場合は、必ず客観
的な記録に残すようにしておくべきでしょう。

４. 時効期間が満了してしまったら・・・
消滅時効が成立すると、債務は消滅し、それ以降は支払いを求めることができなくなります。
但し、債権は時効期間の満了により直ちに消滅するわけではなく、債務者が消滅時効の効力を主張（これを「時効の
援用」といいます。）してはじめて消滅するため、時効援用がされるまでは支払いを求めることが可能です。
また、時効期間の満了後であっても、債務者が時効を援用する前に債務の承認をした場合には、それ以降は時効の援

用ができなくなると判断をした判例などもあります。
このように、時効期間が経過したと思われる場合でも、なんらかの手段を講じることができる場合があります。一見、
消滅時効が認められるような状況であったとしても、本当に請求が認められないのか、弁護士に一度相談してみるとよ
いでしょう。

５. 今国会においては、民法（債権法部分）の改正も決議される予定です。
債権回収に関連して、法定利息や時効の定めも改正予定であり、主な改正のポイントは以下の通りです。

①法定利率 年５％から３％に引き下げ、３年ごとに見直す変動制を導入

民法改正案のポイント

②定型約款 相手方の利益を一方的に害する条項が無効とされる。（消費者のみではない。）

③消滅時効 原則として、「権利を行使できると知ってから５年」に統一
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

執筆弁護士

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
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